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実
質
公
債
費
負
担
の
適
正
な
管
理
の

主
な
取
り
組
み
と
し
て
、
市
債
発
行
総

額
を
原
則
そ
の
年
度
の
元
金
償
還
額
を

下
回
る
額
と
し
、
臨
時
財
政
対
策
債
を

除
き
計
画
期
間
中
、
年
平
均
９
億
円
程

度
と
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
市
債
発
行
総
額
を
抑
制
す
る

た
め
に
、
現
計
画
の
投
資
的
事
業
を
延

期
、
縮
小
、
廃
止
す
る
な
ど
財
政
運
営

適
正
化
計
画
に
沿
っ
て
事
業
を
計
画
的

に
実
施
し
、
財
源
と
し
て
有
利
な
合
併

特
例
債
を
優
先
し
て
活
用
す
る
な
ど
、

実
質
公
債
費
比
率
へ
の
負
担
を
軽
減
し

ま
す
。

　
下
水
道
事
業
は
、
公
共
下
水
道
整
備

の
計
画
を
延
伸
し
、
事
業
費
を
縮
小
す

る
こ
と
で
市
債
の
発
行
を
抑
え
、
公
債

費
に
伴
う
繰
出
金
の
増
加
を
抑
制
す
る

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
今
回
の
見
直
し
に
よ
り
、

公
的
資
金
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
や
民

間
資
金
の
繰
上
償
還
を
実
施
す
る
と
と

も
に
、
償
還
財
源
と
し
て
減
債
基
金
へ

の
積
み
立
て
を
新
た
に
計
画
に
盛
り
込

ん
で
い
ま
す
。

　
こ
の
結
果
、
当
初
計
画
で
は
、
実
質

公
債
費
比
率
が
18
％
未
満
と
な
る
の
は

平
成
26
年
度
で
し
た
が
、
今
回
の
試
算

で
は
平
成
24
年
度
に
許
可
団
体
か
ら
協

議
団
体
に
移
行
す
る
見
込
み
と
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
、
公
的
資
金
補
償
金

免
除
繰
上
償
還
制
度
の
活
用
な
ど
が
主

な
要
因
で
す
。

　
財
政
の
健
全
化
が
市
の
緊
急
課
題
で

あ
る
こ
と
に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。
財

政
健
全
化
の
取
り
組
み
に
は
、
市
税
徴

収
率
の
向
上
は
も
ち
ろ
ん
、
事
務
事
業

の
見
直
し
に
伴
う
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
改

変
や
負
担
の
増
加
、
投
資
的
事
業
の
抑

制
に
伴
う
社
会
資
本
整
備
の
遅
れ
な
ど
、

皆
さ
ん
に
ご
理
解
い
た
だ
か
な
け
れ
ば

実
現
で
き
な
い
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。

　
行
政
と
し
て
担
う
べ
き
役
割
は
し
っ

か
り
と
担
い
つ
つ
行
政
の
効
率
化
を
優

先
し
、
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
を
最
小

限
に
と
ど
め
る
よ
う
努
め
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご
理
解
と

ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
詳
し
い
中
期
財
政
試
算
に
つ
い
て
は
、

瀬
戸
内
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て

い
ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
市
民
の
皆
さ
ん
へ

負
担
行
為
の
元
金
償
還
に
相
当
す
る
負
担
見

込
額
、
退
職
手
当
の
支
給
予
定
額
、
外
郭
団

体
の
債
務
負
担
見
込
額
な
ど
将
来
負
担
す
べ

き
実
質
的
な
負
債
を
表
す
指
標
で
す
。３
５
０

％
以
上
で
財
政
健
全
化
団
体
と
な
り
ま
す
。

○
資
金
不
足
比
率

　
公
営
企
業
会
計
ご
と
の
資
金
の
不
足
額
の

事
業
の
規
模
に
対
す
る
比
率
で
す
。
20
％
以

上
で
経
営
健
全
化
団
体
と
な
り
ま
す
。

○
財
政
調
整
基
金
・
減
債
基
金

　
財
政
調
整
基
金
は
、
年
度
間
の
財
源
の
不

均
衡
を
調
整
す
る
た
め
の
基
金
で
す
。
減
債

基
金
は
、
市
債
を
計
画
的
に
償
還
す
る
た
め

の
基
金
で
す
。

○
特
定
目
的
基
金

　
目
的
に
沿
っ
て
積
み
立
て
運
用
す
る
た
め

の
基
金
で
す
。
合
併
後
の
地
域
振
興
な
ど
の

た
め
に
合
併
特
例
債
を
活
用
し
て
ま
ち
づ
く

り
振
興
基
金
（
積
立
総
額
19
億
４
、
４
０
０

万
円
）
を
積
み
立
て
て
い
ま
す
。

○
公
的
資
金
補
償
金
免
除
繰
上
償
還

　
通
常
の
市
債
の
繰
上
償
還
に
つ
い
て
は
、

利
子
相
当
分
を
補
償
金
と
し
て
支
払
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。
平
成
19
年
度
か
ら
21
年
度
ま

で
の
臨
時
特
例
措
置
と
し
て
、
一
定
の
条
件

を
満
た
す
地
方
公
共
団
体
を
対
象
に
、
過
去

に
借
り
入
れ
た
高
金
利
の
市
債
の
う
ち
公
的

資
金
分
に
つ
い
て
、
補
償
金
免
除
の
繰
上
償

還
制
度
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
合
併
特
例
債

　
合
併
後
の
ま
ち
づ
く
り
に
必
要
な
公
共
施

設
の
整
備
な
ど
、
合
併
後
10
年
間
に
限
っ
て

借
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
市
債
で
す
。
対

象
事
業
費
の
95
％
ま
で
の
借
り
入
れ
が
可
能

で
、
将
来
の
元
利
償
還
金
の
70
％
は
、
普
通
交

付
税
の
算
定
の
積
算
基
礎
に
算
入
さ
れ
ま
す
。

　我が国では、毎年、世界人権宣言が採択された１２月１０日を「人権デー」と定め、１２月４日から人権デ

ーまでの1週間を「人権週間」として、広く国民の皆さんに人権尊重思想の普及高揚を呼び掛けています。

　人権は、人間が幸福な人生を送る上で、最も大切な権利です。自分だけでなく、全ての人の人権が尊

重されなければなりません。国の内外を問わず、人々がお互いに人権を守ることによって、明るい社会

をつくることがわたしたちの願いです。

　本年は、１９４８（昭和２３）年に世界人権宣言が採択されてから６０周年という記念すべき年に当たり、

人権週間も６０回目を迎えました。法務省と全国人権擁護委員連合会では、次の１６項目の強調事項を定

めて、全国的に啓発活動を実施しています。

　また、１２月１０～１６日の1週間は、北朝鮮人権侵害問題啓発週間です。我が国の緊急の国民的課題で

ある拉致問題の解決を始めとする、北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が、国際社会を挙げて取り

組むべき課題とされる中、この問題についての関心と認識を深めていくことが大切です。

□法務大臣表彰を受賞

　人権擁護委員の四十塚和晃さんが、長年にわたって人権擁護活動に尽くされた功績により、法務大臣

表彰を受賞しました。

　人権擁護委員は、地域に密着した人権尊重思想の普及と人権侵犯を受けた人の救済に取り組むことを

使命として活動しています。市では、人権擁護委員と協力して人権相談（本紙２４ページ掲載）の窓口

を開設しています。悩みがありましたら、気軽に相談にお越しください。

■問い合わせ先　市市民課　　０８６９－２２－３９２２

〇女性の人権を守ろう

〇子どもの人権を守ろう

〇高齢者を大切にする心を育てよう

〇障害のある人の完全参加と平等を実現しよう

〇部落差別をなくそう

〇アイヌの人 に々対する理解を深めよう

〇外国人の人権を尊重しよう

〇ＨＩＶ感染者やハンセン病患者などに対する偏見をなくそう

〇刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう

〇犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう

〇インターネットを悪用した人権侵害は止めよう

〇ホームレスに対する偏見をなくそう

〇性的指向を理由とする差別をなくそう

〇性同一性障害を理由とする差別をなくそう

〇北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう

○人身取引をなくそう

人権尊重１６項目強調事項
　人権問題など、悩みごとでお困り

の人は、法務局またはお近くの人権

擁護委員に気軽にご相談ください（相

談無料・秘密厳守）。　

■常設人権相談所　

　月曜日から金曜日（休日を除く）

　午前９時～午後４時

　岡山地方法務局備前支局　

　　０８６９－６４－２７７０

■子どもの人権１１０番　　

　　０１２０－００７－１１０

■女性の人権ホットライン　

　　０５７０－０７０－８１０

89

実質公債費比率の推移（公債費負担適性化計画）

《世界人権宣言60周年》

育てよう　一人一人の　人権意識
－思いやりの心・かけがえのない命を大切に－

市の財政状況
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